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[１] 組織の概要 

 

（１）会社名    株式会社リードブル 

 

（２）代表者名   代表取締役 杉山 力哉 

 

（３）所在地    本社 ：静岡県沼津市中沢田４７０－５ 

         資材置場 ：静岡県沼津市宮本１８１８ 

 

（４）設立年月日  2014 年 7 月２日 

 

（５）資本金    ３００万円 

 

（６）事業内容   建設業（土木、とび・土工、舗装） 

産業廃棄物収集運搬業 

 

（７）事業規模 

項目 単位 2020 年度 2021 年度 2022 年度 

売上高 百万円 99 96 150 

従業員数 人 ４ ４ ４ 

産業廃棄物 

収集運搬量 
ｔ 39.7 32.2 5 

 

（8）運搬車両及び重機の種類と台数 

 保有車両 台数 

重機 2ｔダンプ 2 台 

3ｔダンプ 2 台 

8ｔダンプ 1 台 

車両 軽トラック 2 台 

軽自動車 2 台 

 

 

（9）環境保全関係の責任者及び担当者連絡先 

 

環境管理責任者  : 杉山 力哉 

連絡先 

ＴＥＬ :０５５－９１９－５６０９ 

ＦＡＸ :０５５—９２１－５５３５ 

E-Mail ：leadbull@outlook.jp 

 

 



 4

（10）許可関連 

 

建設業許可 

 許可 許可番号等 許可年月日 有効期限 

一般建設業許可 静岡県知事 
静岡県知事許可 

（般-01）第 38071 号 

２019 年 

10 月 15 日 

2024 年 

10 月 14 日 

 

産業廃棄物収集運搬許可 

事業区分 許可 許可番号等 取得年月日 有効期限 取扱品目 

産業廃棄物 

収集運搬許可 

東京 

都知事 
第１３-00-182153 号 

2019 年 

10 月 27 日 

2024 年 

10 月 26 日 

燃え殻、汚泥、廃

油、廃プラ類、紙

くず、木くず、繊

維くず、動植物性

残渣、ゴムくず、

金属くず、ガラ

ス・コンクリート・

陶磁器くず、がれ

き類、ばいじん（※

１） 

産業廃棄物 

収集運搬許可 

神奈川 

県知事 
第 01400182153 号 

2022 年 

10 月 18 日 

2027 年 

10 月 17 日 

燃え殻、汚泥、廃

油、廃プラ類、紙

くず、木くず、繊

維くず、動植物性

残渣、ゴムくず、

金属くず、ガラ

ス・コンクリート・

陶磁器くず、がれ

き類、ばいじん（※

１） 

産業廃棄物 

収集運搬許可 

静岡 

県知事 
第 02201182153 号 

2021 年 

３月 11 日 

2026 年 

3 月 10 日 

廃プラ類（※１）、

金属くず（※２）、

ガラスくず・コン

クリートくず・陶

磁器くず（※３）、

がれき類（※４）、

廃油、紙くず、木

くず、繊維くず 
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 [２]対象範囲、対象期間、推進組織、役割分担 

（１）対象範囲 

①適用する事業所 ：本社、資材置場 

②適用構成員 ：当社役員、従業員(派遣社員、パート含む 

③適用する活動 ：当社の事業活動全般 

 

（２）レポート対象期間 

2022 年 7 月１日～2023 年 6 月 30 日 

 

 

（３）推進組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）役割分担 

最高責任者 

（社長） 

環境マネジメントを計画的に実施するための内容を確認、決定する。 

① 管理責任者をはじめ必要な責任者を任命する。 

② システムの構築・運用・維持に必要な経営諸資源を準備する。 

③ 基本理念・基本方針を制定し基本的な環境目標を設定する。 

④ システムの構築・運用に関する情報を収集し、システム全体の見直しを行い、 

必要あれば改定を指示する。 

⑤ 経営の課題とチャンスの明確化 

環境管理責任者 

環境マネジメントシステムの推進・維持をする。 

① 経営資源の合理的・効果的な運用を図り、環境経営に関する委員会組織（推進 

委員会）を運営する。 

② 最高責任者による見直しのための情報として、システムの構築・運用に関する 

情報を最高責任者に提供する。 

部門責任者 
➀ 環境目標達成のための企画立案および運用 

➁ 運用状況の確認および是正対策 

 

トップマネジメント 

（代表取締役 杉山 力哉） 

環境管理責任者 

（杉山 力哉） 

 

本社・資材置場・現場 
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[３]環境経営方針 

 

株式会社リードブル 環境経営方針 

基本理念 

 

株式会社リードブルは、創業以来、皆様の温かいご支援により発展してまいりました。 

昨今ますます重要視される「環境影響の低減」について、ニーズが多様化されるなか、今まで培ってき

た施工技術の向上をもって、お応えしてまいります。 

私たちを育ててくれた地域社会に感謝し、効率化を目指した環境配慮型の経営に努め、自然環境に

優しい企業の在り方を率先して実現してまいります。 

 
行動指針 

 
当社は、すべての事業活動が環境に何らかの影響を与えていることを認識した上で、以下の環境保全活動

を推進します。 

 

１．事業活動の全領域で、省エネルギー･省資源･リサイクルなどに配慮した活動を実施します。 

２．環境経営システムの継続的な改善を実行し、環境汚染を未然に防止できる体制を構築します。 

３．環境関連の法令や当社が参加した協定等を遵守することはもとより、自主管理基準を設けて環境管理

レベルの向上を図ります。 

４．次の項を重要事項として環境目標を設定し、見直しながら効果的な改善活動に努めます。 

（1）業務効率化を通じて燃料や電気などの使用量の削減に取組みます。 

（2）廃棄物については分別やリサイクル活動を活性化し排出量の低減を図ります。 

（3）水道使用量、化学物質については適正管理に努めます。 

（4）環境に配慮した工事の施工に努め、お客さまからのご意見に対しては真摯に向き合い、 

継続的に改善します。 

５．環境教育･訓練、社内広報活動の実施により、全ての構成員に環境方針を周知徹底すると共に 

環境保護に関する意識を高め、社内における環境保全状況の知識･認識の向上を図ります。 

６．この環境方針は、社外の人にも公開します。 

 

 

２０１９年７月１日制定   

株式会社リードブル     

代表取締役 杉山 力哉 



 7

 

 

 [４] 中長期環境目標 

中長期の環境目標は以下の通りである。 

 
№ テーマ 

中長期目標 

(2023 年 7 月 ～ 202６ 年 6 月) 

原
則
と
す
る
目
標 

1 

ＣＯ２ 

排出量 

削減 

2023 年度は、ＣＯ２排出量を 2020 年度比 3％削減する。 

2024 年度は、ＣＯ２排出量を 2020 年度比 4％削減する。 

2025 年度は、ＣＯ２排出量を 2020 年度比 5％削減する。 

1

A 

電力 

使用量 

削減 

2023 年度は、電力使用量を 2020 年度比 3％削減する。 

2024 年度は、電力使用量を 2020 年度比 4％削減する。 

2025 年度は、電力使用量を 2020 年度比 5％削減する。 

1

B 

燃料油 

使用量 

削減 

2023 年度は、燃料油使用量を 2020 年度比 3％削減する。 

2024 年度は、燃料油使用量を 2020 年度比 4％削減する。 

2025 年度は、燃料油使用量を 2020 年度比 5％削減する。 

2 
廃棄物   

リサイクル 
目標期間中の産業廃棄物のリサイクル率 75％以上を維持する。 

3 
水道使用量 

削減 
当社の水道使用量は少量であることから維持管理を行う。 

４ 
要望・クレーム 

の対応 

対象期間中は、お客様からの要望の分析、対策を実施し、クレーム０件を

維持する 

※化学物質は使用していないため目標管理は行わない。 
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[５] 今年度の環境活動計画および取組状況の評価 

番号 活動項目 活動計画 取組状況 評価 次年度

の取組 

１ ＣＯ２ 

排出量 

削減 

・エアコン控えめで使用。 

・不要な照明の消灯の励行。 

・ＰＣ等の電気製品の省エネ励行。 

・体調管理のチェック。 

・不必要なｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの禁止。 

・急発進・急ブレーキ運転の禁止。 

・エンジンブレーキの積極使用。 

・タイヤ空気圧の適正チェック。 

・燃料消費を抑える運転方法。 

・エコドライブの励行。 

左記の計画通りの取組みを実施し

た。 

○ 継続 

２ 廃棄物 

削減 

・コピー用紙の削減／再使用徹底。 

・事務用品の可能な限りの有効活用。 

・排出時の分別の徹底／教育実施。 

・廃棄物の削減／分別徹底。 

・より良い委託業者の選定／指導。 

・日常的な削減の為の教育実施。 

左記の計画通りの取組みを実施し

た。 

○ 継続 

３ 水使用量

削減 

・不用な使用禁止／節水励行。 計画通りの取組みを実施。 ○ 継続 

４ 化学物質

削減 

・溶剤など不使用を心がける。 

・あった場合は、ＳＤＳを確認。 

化学物質の使用はなし。 

今後あった場合は、適正管理。 

○ 継続 

５ グリーン

購入 

・事務用品の環境配慮品を使用。 

・資材等の環境配慮品の優先購入。 

環境配慮品を優先購入した。 ○ 継続 

６ クレーム

ゼロ 

・事務所／現場の５Ｓ励行。 

・言葉使い、身だしなみに留意。 

・顧客の要求事項順守。 

・必要以上の騒音発生を控える。 

・清掃活動の日常実施。 

・あった場合の丁寧な対応。 

計画通りの取組みを実施。 ○ 継続 
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 [６] 環境目標の達成状況および評価（実績） 

比較表 
基準値 

（2020 年度） 
目標値 

（▲2％） 

実績 

（2022 年度） 

達成 

状況 

二酸化炭素排出量 （kg-CO2） 24,368 23,881 17,175 ○ 

電気使用量 （Kwh） 8,821 8,645 2,034 ○ 

ガソリン使用量 （L） 940 922 1,064 × 

軽油使用量 （L） 6,657 6,590 5,345 ○ 

一般廃棄物排出量 （㎏） 108 適正管理 64 ○ 

産業廃棄物リサイクル率 （%） 76 75%以上 100 ○ 

水道使用量 （m3） 144 適正管理 225 〇 

クレーム件数 （件数） ０ ０ ０ ○ 

※購入電力の排出係数は 0.451 を使用 

※化学物質は使用していない 
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【総評】 

 （二酸化炭素排出量） 

   環境経営目標を意識し活動に取り組んだ為目標は達成された。次年度も削減を意識し継続して取り

組んでいく。 

（電気使用量） 

本年度は工事現場が増えた為、事務所での作業時間が減りエアコンなどの使用が減ったため使用量が

大幅に削減となった。今後も不要な使用をしないよう電源のオフやエアコンの使用時の温度管理など

を継続して行う。 

 （ガソリン） 

   取引件数の増加により約 1％増加となった。2023 年 9 月に営業車両を入替予定であることから、

次年度の削減に期待するとともに、継続してエコドライブの実施を行う。 

（軽油） 

  現場は増えたが使用量は減少した。今後もトラックへの乗合わせ等の活動を継続して行い削減に努

める。 

（一般廃棄物） 

  事務所の使用率が減ったため廃棄物の排出は減少した。今後も分別活動の実施を行う。 

（産業廃棄物） 

  本年度は下請け工事が主であった為、自社での廃棄物は大幅に削減となった。自社排出もガレキの

みの為、リサイクル率は 100％の為、目標は達成された。 

（水道使用量） 

  水道については使用量が大幅に増えた。漏水等はなかったため次年度は車両の洗車時など節水活動

に注視し削減活動に取り組む。 

   

（クレームの発生） 

当社の利害関係者からの苦情やクレームは発生していない。 

 

  （次年度の活動） 

エコアクション２１の活動について効果的に運用できている。2023 年４月本社移転の為、改めて

環境経営目標の見直しや活動へ取組みの見直しと強化を図る。 
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［７］環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

(１)環境関連法規制の遵守・訴訟等の有無 

環境関連法規制の遵守状況を確認した結果、違反は無かった。 

関係機関等からの指摘や苦情くわえて訴訟等も同様に無かった。 

 

 

 (２)当社が適用される主な環境関連法規制等 

確認日：2023 年７月３日 

  確認者：環境管理責任者     

名称 当社の現状 要求事項 法律変更 評価 

廃棄物処理法 

外部業者の委託 

①産廃業者等との委託契約書締結 

②廃棄物置場の適正保管(表示看板設置) 

③マニフェストの発行・返却・保管 

④マニュフェストの行政報告(年１回) 

⑤1 回/年以上の頻度で委託業者の現地視察 

⑥廃棄物の適正処理 

⑦水銀使用製品廃棄物の適正管理 

無 ○ 

フロン排出抑制法 
保有重機のエアコン ３か月毎にエアコンの自主点検を実施する 無 ○ 

騒音規制法 

当社の施工する対象工事 
特定作業の届出など 

場所、時間別の規制値遵守 
無 ○ 

振動規制法 

当社の施工する対象工事 
特定作業の届出など 

場所、時間別の規制値遵守 
無 ○ 

建設業法 

当社の業務全般 

建設業許可の取得 

専任技術者、監理技術者の設置など 

建設業許可の更新（５年間） 

請負契約書の締結・見積書の発行 

無 ○ 

建設リサイクル法 
当社の業務全般 

建築資材廃棄物の抑制 

建築資材廃棄物のリサイクル 
無 ○ 

道路交通法 当社の業務全般 該当工事に対する道路使用の許可 無 ○ 

道路法 当社の業務全般 該当工事に対する道路占用の許可 無 ○ 

労働安全衛生法 

当社の業務全般 

健康被害の防止措置 

危険物の取扱におけるルール 

安全衛生に関する労働者教育・指導 

有 ○ 

働き方改革関連法 

当社の業務全般 

労働時間・残業時間の順守・時間外労働の賃金

（36 協定の締結、届け出など） 

労働時間の客観的な把握 

（保存期間：5 年） 

有 ○ 
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［８］環境上の緊急事態への準備及び対応 

当社の緊急事態は年 1 回定期的に訓練を実施することで有事に対しての予防を図る。※2023 年４月に

本社移転の為、5 月に実施。 

 

 

 

想定のパターン 

想定される緊急事態 原因 対応策 

事務所からの出火 自然発火又は不注意による出火 ・置場の整理整頓 

・作業場での禁煙 

・消火器の設置 

・連絡体制の明確化 

・定期訓練の実施 

 

 

 

                     

緊急事態対応手順 

対応手順（緩和手順

を含む） 

① 発見者は，大声で近くの社員に知らせ，設置の消火器で「初期消火」を行う。 

② ストーブは原則禁止だが、何らかの火気を使用している場合は，それを遠ざけ

る。 

③ 周辺で動力を使用している場合は，その電源を遮断する。 

④ 管理責任者／社長へ連絡し，その指示を受ける。 

⑤ 消火作業困難な場合は、まず避難を優先する。 

⑥ 初期消火できず，壁や天井に延焼した場合，消火を中止し，消防署へ連絡し避

難する。 

⑦ 社員は，状況を的確に判断し，消防隊が来場した場合，その指示を受ける。 

⑧ 緊急連絡網の更新をする。 

予防手順 ① 建屋内では、訪問者を含め、禁煙と定める。 

② 喫煙の場合は、建屋外の決められた場所で吸い，吸殻は容器に入れて消火する。 

③ 終業時，最終退社者は，火気，消灯，その他の電源遮断をし、施錠してから退

社する。 

④ 建屋内へ消火器を設置し，管理（業者による定期点検実施）する。 

⑤ 地震発生の場合の防災組織を定め、避難経路を、日頃より従業員に周知してお

く。 

 

項目 訓練結果 

想定内容 事務所からの出火 

訓練内容 出火したことを想定して、上記の対応策を確認し、その内容の適否を確認した。

同時に設置してある消火器の期限、使用方法の確認を行った。 

訓練日時 令和５年 5 月３１日 AM８：３０～９：００ 

実施場所 駐車場 

参加者 社員 2 名 

訓練説明者 社長 

対応策の検証結果 対応策の手順に従って確認したが、特に問題はなかった。 

手順の改訂の必要性 改めて手順の策定や改訂の必要性はないと判断した。 

 

 

緊急事態訓練記録 
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［９］代表者による全体評価と見直し・指示 

 

(１) ヒアリングチェック・内部監査の結果・法令順守 

エコアクション２１の構築・運用状況は、おおむね良好である。 

当社では内部監査は実施していない。 

(２) 苦情を含む利害関係者からの重要な情報 

苦情を含む利害関係者からの重要な情報はない。 

(３) 組織の環境パフォーマンス 

環境への取組み状況は、パトロールチェック結果より良好と判断。 

(４) 環境経営目標の達成 

環境経営目標はガソリンが未達となった。県外の現場への対応の為と思われるが、エコドライブの 

実施などを改めて意識し活動に取り組む。 

(５) 問題点の是正処置および予防処置の状況 

ガソリンの使用量を定期的に確認することと継続してエコドライブの実施を行う。 

(６) 前回までの見直しの結果に対するフォローアップ 

見直しは特になかった。 

(７) 環境関連法規等を含む周囲の状況の変化 

2024 年問題への対応を図ること。 

(８) 改善のための提案・その他 

業務効率化を図ることで、1 工事毎のエネルギー使用量の削減がコスト削減や環境への負荷低減と 

なることを認識し活動する。 

 

 

 評価日：2023 年 8 月 21 日 

株式会社リードブル 

代表取締役 杉山 力哉 

   

 

 

 

【見直し事項の有無】 

項目 有無 コメント 

１．エコアクション２１文書類 無 法律の変更確認と対応を実施する、また継続して環境活

動に取り組む。 

２．環境経営目標・計画 
有 

次年度以降は本社移転の為、改めて基準や計画、目標の

見直しを行い評価すること。 

３．環境経営活動計画 無 次年度以降も効果的な施策を検討・実施する 

４．組織体制 無 現段階では見直しをする必要はない。 

５．環境経営システム 無 各項目ともに良好に機能している。 

６．その他 無 特になし。 

 

【トップマネジメントによる確認・指示】 

近年、資材や燃料の価格の高騰が続いている。業務効率化を図ることで、エネルギー使用量、環境負荷低減を

図るとともに自社の力量の向上や利益の向上につなげていく。 
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[11] 環境上のコミュニケーション 

※2022 年度（2022 年 7 月～2023 年 6 月）は環境上のクレーム等はなかった。 

NO 対応日 対応者 対応方法 対応目的 相手先 内容 回答の有

無 

対応結果 

１         

２         

３         

４         

５         

６         

 

 


